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ごあいさつ 

 

地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会 

長野県保険医協会 会長 宮沢 裕夫 

 

厚生労働省「地域医療構想に関するワーキンググループ」は、医療費抑制に向けた公立・

公的病院の病床削減を進めるため昨年９月に「再編・統合の議論が必要」と位置付けた 424

（その後 440）の医療機関名のリストを公表しました。がん等の疾患など９領域の実績すべ

てで「診療実績が特に少ない場合」と医療事業の６項目において同様の実績を有する「類似

かつ近接」と分類された病院を「再検証対象医療機関」として、地域で協議の上、今年９月

までに結論を出すよう求めていました。 

公的・公立病院は不採算分野の医療等、民間医療機関だけでは担えない重要な役割を果た

しています。安易な統廃合は医療を必要とする患者が行き場を失い、住み慣れた地域で、安

全で質の高い医療を受けられなくなる恐れもあります。「地域医療構想」の進捗のみをもっ

て病院の統廃合を強引に進めることは地域医療の崩壊を招きます。 

長野県では 15 の病院が再編・統合の対象とされています（うち 1病院は統合済み）。県議

会でも「地域の実情を踏まえた地域医療構想の推進」を求めた国への意見書を採択し、また、

11 月 3 日全国知事会など地方３団体は、新型コロナウイルス対策を優先し、期限を設けず

に議論を進めるべきだとの考えを政府に伝えています。 

今回の公表は「経済財政運営と改革の基本方針２０１９」（いわゆる骨太方針２０１９、）

に基づいたものであり、安倍首相が議長を務めた「経済財政諮問会議」の医療費抑制策とし

て団塊の世代の全員が 75 歳以上となり、医療や介護の需要が大幅に高まる「２０２５年問

題」対応の策定を改めて求めた政策とされています。長野県はもとより、各地域には、患者

を取り巻く疾病構造や経済状態等の様々な特性があり、医療の必要性は医療機関数、病床数

だけでは計り知れません。 

本来、いつでも、どこでも、誰でも必要な医療や介護を受けられることを保障することが、

憲法が求める政府の社会保障責任にほかなりません。医療・介護など社会保障政策を安倍首

相から継承した菅新政権は「自助・共助・公助」＋絆をキャッチフレーズに「社会保険＝自

助の共同化」、医療制度では「健康の自己責任」を国民に押し付ける政策を表明しています。 

全国で新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、「感染症」指定病床の９割以上を公立・

公的病院が担っており、果たす役割は重要になっています。私たちは、これまで各病院長ら

と懇談するとともに、県や厚生労働省に県内 15 病院を含む 440 病院のリストと「再検証」

要請を白紙撤回することを求めてきました。しかし、公立・公的病院が果たす役割が明確に

なっているにもかかわらず、厚労省は「地域医療構想」を根拠に、再編・統合要請は撤回し

ていません。 

連絡会では広く県民の皆様に今回の厚生労働省による「再編・統合」要請の問題点を共有

していただくために今回のシンポジウム開催を企画いたしました。 
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地域医療と公立・公的病院を守る県民シンポジウム 

～コロナ禍の今こそ、病院再編ではなく地域医療の拡充を～ 

 

プログラム 

               司会：長野県民主医療機関連合会 事務局長 岩須 靖弘 

１３：００   開 会     

主催者あいさつ 長野県保険医協会会長 宮沢 裕夫  

１３：０５  

経過報告    長野県社会保障推進協議会 事務局長 原 健 ・・ ３P 

１３：１５ 

基調講演    長友 薫輝 氏 （三重短期大学教授）    ・・ ７P 

演  題   「病院リスト公表の問題点と地域医療の課題」 

 

休  憩（１０分） 

 

１４：１５ 

県民シンポジウム           

    シンポジスト 

      石坂 克彦 氏 飯山赤十字病院院長   ・・ １６P 

大和 眞史  氏 川西赤十字病院院長   ・・ ３３P 

      植竹 智義 氏 佐久穂町立千曲病院院長 ・・ ３９P 

      清水 一宏 氏 元高森町役場職員 農業 

     コーディネーター 

      佐野 達夫 氏 中信勤労者医療協会 松本協立病院院長 

     ＊質疑応答及びフロアーからの自由発言 まとめ 

 

１６：２０ 

   行動の提案  長野県医療労働組合連合会 書記長 傳田 泉 ・・ ５４P 

 

 

１６：２５ 

閉会あいさつ 長野県労働組合連合会 事務局長 茂原 宗一 

 

１６：３０   終了予定 

 

お願い：「感想や意見など」お配りしました用紙に記入して頂き、受付に提出してお

帰りください。 

-2-



「地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会」 活動報告 

連絡会の結成 

・12月 5日（木） 

会の名称 

「地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会」 

構成団体 

長野県保険医協会 長野県労連組合連合会 長野県医療労働組合連合会 長野県自治労連 

長野県民主医療機関連合会 長野県難病患者連絡協議会 長野県社会保障推進協議会 長野県障害

者運動推進協議会（20年 8 月加盟） 

会の取り組み方針 

1．病院名を公表された県下病院と自治体に対する懇談を行う 

２．県民に対する情報発信と問題点の可視化に取り組む。「ニュース」の発行、県民に向けた「シンポ

ジウム」などを開催する 

 ３．病院等との懇談を踏まえ、県と国に向けた要請行動を行う 

 

病院との懇談 別紙連絡会ニュース参照 

□ＪＡ長野厚生連 鹿教湯病院 1月 16 日（木） 大澤道彦院長 池田英穂事務長と懇談  

「公的病院改革プランで再編含む検討をしてきた。名指しには、今更何をという印象だ」「当院の役割

に厚労省から何か言われるというようなこともないと考えている」  

 

□飯山赤十字病院 1月 22 日（水） 石坂克彦院長 天野久事務部長と懇談 

 「寝耳に水だ」「国は 17 年の６月だけの診療実績だけを基準にしたが、当院はその年の 7 月に急性期

病床の一部を地域包括病床に転換している。この点が考慮されていない」「近隣の病院（北信総合病

院）と「車で 20 分以内」という基準については当たらない。20 分ではとても北信総合には行ける距

離ではない。冬場ならば１時間はかかる距離」 

 

□東御市民病院 1月 23 日（木）  結城 敬院長 武舎和博事務長 新納郁子看護部長と懇談 

 「今回の名指しには、私どものような病院が地域に無くてもいいような印象を与えられてしまった気

がする」 

「20 分以内というのは上田医療 C や丸子中央、小諸の病院のことになるが、それぞれに役割はまった

く違うし専門分化もしている。距離が近ければという問題ではない」「市民からは、むしろこうした

ことがあって市民病院は「なくてはならない病院だ」という応援の声が寄せられていてありがたい」 

 

□ＪＡ長野厚生連 下伊那厚生病院 1 月 30 日（木） 朔 哲洋院長 下里孝志事務長と懇談 

 「今回の公表の仕方はまずい」「この地域では医師の相互支援など連携しネットワークで支える医療が
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できている」「地域医療調整会議でも問題なくスムーズにお互いが良くわかり合ったうえで意見交換

している。こうしたスムーズな連携は県内でも少ないのではないかと思う」 

 

□下伊那赤十字病院 1月 30 日（木） 熊谷善三事務部長 石田喜則総務課長と懇談 

  「あり得る話だろうとは思っていたが、これほど唐突に発表するとは思わなかった」 

「今回急性期医療を基準にしているが、この病院も一定数の患者を間違いなく診ており、あたかもそ

ういう患者を一人も診ていないというイメージで出たことについては心外だと思っている。また、

病院の患者数は最高で 300 人を超えるし入院も多い時で 100 人程度になる。これだけの患者さんを

診ている当院が対象になるというのは、まるで患者さんに治療の必要はないと言っていると同じで

はないかと思う」 

 

□ＪＡ長野厚生連佐久総合病院小海分院 2 月 4日（火） 由井和也副分院長 油井公昭事務課長 

 細野信予副看護部長と懇談 

 「率直にいっていきなりこうした形で情報がでたことは遺憾に思っている」「この南佐久地域は特に農

業など第 1 次産業の割合が収入として多い。この農業地域を支えることを使命として掲げている私

たちにとって、今回の話は地方の切りすてのような話」 

 

□安曇野赤十字病院 2月 5 日（水） 中野 武院長 岸田 守事務部長と懇談 

 「病院名の公表は率直なところ当惑した。まず病院に打診してから公表するものだ」「松本平も高速道

路を使えば 20 分で行けるがそれを近隣と言っていいのか」「当院には北アルプス圏からも患者さん

を受け入れ、年間 2751 件の救急搬入の実績がある」 

 

□長和町・上田市組合立 国保依田窪病院 2 月 7 日（金） 三澤弘道院長 清水英利事務部長  

平川和彦診療技術部長と懇談 

 「人間が住むには、水道とか、医療がないと住めない。いくら車が発達しても。病院があっても見ても

らえないのでは、その地域が崩壊していく」「病院は町内で一番大きな企業。雇用にも大きな影響を

持つ。一番は地域を守ること」 

 

□国立病院機構まつもと医療センター 2月 10 日（月） 小池祥一郎院長 田中孝一事務部長と懇談 

 「今回の件は唐突な感じはするが、想定していた」「医師がいないと経営問題になる。廃院は避けなけ

ればならない。先駆けて 10 年かけて中信松本病院と統合した」「他院がやっていない事を得意とし

ているので競合しない」 

 

□佐久穂町立千曲病院 2 月 28 日（金） 植竹智義院長 井出 明事務長と懇談 

 「千曲病院の病床稼働率は 85％以上あり、冬場は 100％になる。一か月間だけのデータで判断されて 

も困るしデータの元がなっていない」 

「この地域は、佐久広域の医療圏として官民関係なくみんなで一緒に医療を守ってきている地域。本来 

国が求めている医療ができている地域だ。それを一緒くたに切るというこうとはおかしい」 
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□川西赤十字病院 3 月 17 日（火） 大和眞史院長 小林雅弘事務部長と懇談 

 「公立公的病院を標的にしてはなしをすすめてくるだろうと予測はしていた。しかしこれだけの数を 

公表するとは想定外だった」「浅間総合病院が近接となるが、救急車で患者を搬送して帰ってくるのに 

2 時間はかかる。近接とはいっても処置などの用を足すのには時間がかかる。実際の生活の実感として 

は近くはない」 

 

□飯綱町立飯綱病院 7月 9 日（木） 大川和彦事務長と懇談 （伊藤一人院長は公務欠席） 

「伊藤院長が NBS ニュースで見解を表明した。今後も地域に揺るぎない存在との考えを貫いていく」 

「風評被害も心配であった。公表後、副町長と急きょ懇談をもった。どんな方向をとるべきか検討して

きた。分析結果はまともにとりあえるようなものではない」 

「飯綱町は１万１千人住民。町内で夜間救急をやっていることがどれだけ住民の安心につながってい

るかを考えてみてほしい」 

県知事宛要望書提出 別紙「県知事要請書」参照 

□3月 19 日（木） 長野県知事に対し「厚生労働省に対し、県内 15病院を含む 440 病院のリストと『再

検証』の白紙撒回を求めること」など 3項目の要望書を提出 

記者会見 

□5月 12 日（火）共同記者会見  

１．連絡会として病院との懇談結果（この時点で 11 病院）について内容を発表 

 ２．県内 15病院を含む 440病院のリストと「再検証」要請を白紙撤回することを表明 

 ３．政府・厚労省に要請するとともに県民への問題の可視化を表明 

厚労省に要望書提出 別紙「厚労大臣要請書」参照 

□7 月 21 日（火）厚労省医政局に、「リストの撤回」「コロナ禍で検査・病床確保」などについて厚労大

臣宛ての要望書を提出  

厚労省から迫井正深大臣官房審議官（当時） 下条みつ衆議院議員が同席 

 厚労省回答（概略）  

１．リストの撤回要請に対して 

「省としては白紙撤回ということにはならないが、伝え方など、こちらの至らない点もあり申し

訳なかった」 

２．病院からのヒアリング内容について 

    「現場の皆さんからの声を聴かせてもらうことは省としてはとても重要だと思っている」 

  ３．コロナ禍での必要な医療、検査体制の整備について 

     「コロナ感染対策で公立・公的病院の役割がクローズアップされている。検査や病床の確保も含

めて必要な対応をとる」 

４．今後の「地域医療構想」の議論のすすめ方について 

    「都道府県とのキャッチボールで。長野県が決めたことに『それはダメ』という話にはならない」   
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厚労省が「 再編・統合の必要性がある」とした
県内公的医療機関

信越病院（ 信濃町）

飯綱町立飯綱病院

（ 飯綱町）

県立総合

リハビリ テーショ ン
センター（ 長野市）

安曇野赤十字病院

（ 安曇野市）

国立病院機構
まつもと医療センター

松本病院（ 松本市）

（ 2018年5月統合済み） 下伊那赤十字病院（ 松川町）

飯山赤十字病院

（ 飯山市）

県厚生連鹿教湯三才山

リハビリテーショ ンセンター
鹿教湯病院（ 上田市）

東御市民病院（ 東御市）

国保依田窪病院（ 長和町）

川西赤十字病院

（ 佐久市）

佐久穂町立

千曲病院（ 佐久穂町）

県厚生連佐久総合病院

小海分院（ 小海町）

県厚生連下伊那厚生病院

（ 高森町）

同センター

中信松本病院
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1 
 

（長野県 地域医療と公立・公的病院シンポジウム）        2020 年 11 月１５日 

 

 

私たちがつくる地域医療 

〜地域医療と公立・公的病院をめぐる政策動向から〜 

 

 

長友 薫輝（津市立三重短期大学） 

 

～プロフィール～ 

◯1975 年宮崎県生まれ。大阪市にて育つ。2004 年、龍谷大学大学院社会学研究科社会

福祉学専攻博士後期課程単位取得、同年から津市立三重短期大学専任講師、助教授、准教

授を経て 2013 年から教授。社会福祉士。 

◯三重県国民健康保険運営協議会委員、三重県行政不服審査会委員、三重県障害者自立支

援協議会会長、三重県障がい者差別解消支援協議会会長、四日市市市民協働促進委員会副

委員長、松阪市地域包括ケア推進会議会長、松阪市民病院在り方検討委員会副委員長、桑

名市地域自立支援協議会会長、三重県社会福祉協議会活動計画策定委員長、津市社会福祉

協議会顧問など。 

◯日本医療総合研究所理事、自治体問題研究所理事、総合社会福祉研究所理事、日本高齢

期運動サポートセンター理事、日本医療福祉政策学会副会長などを務めている。 

◯専攻は社会保障論・地域医療論・地域福祉論。 

◯第 189 国会 参議院厚生労働委員会参考人（2015 年 5 月、医療保険制度改革関連法

案審議）。 

◯著書①『新たな国保のしくみと財政』2017 年、②『いま地域医療で何が起きているの

か』2018 年、③『地域の病院は命の砦〜地域医療をつくる政策と行動〜』2020 年など 

 

◯直近に執筆したもの 

「コロナ禍で明らかとなった地域医療の危機」『住民と自治』2020 年 12 月号 

「公的医療費抑制策の転換へ -医療・介護・地域をめぐる現状から-」『法と民主主義』2020

年 10 月号  など。 

 

本日のメニュー 

（１）いまの制度改革の方向性を理解しよう（全世代型社会保障改革が進行中） 

（２）医療、介護、そして地域をめぐる政策動向（地域包括ケアシステム、地域共生社会） 

（３）地域から医療保障をつくる！ 

（４）社会保障の充実で、感染症にも強い社会を！（コロナ禍を機に） 

          ＊「保健・医療・介護・福祉」と「多様性」を重視する社会へ 
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１．全世代型社会保障改革とは？ 

（１）全世代型社会保障改革の一環 

①全世代型社会保障改革は現政権下でも継続する。 

②そもそも、社会保障は全世代を対象にしているもの。 

③わざわざ、冠に「全世代型」と称する意味を考える。 

 

（２）社会保障と雇用・労働は一体でとらえる 

①「全世代型社会保障」とは、雇用改革と社会保障改革を一体化させたもの。 

②政策方針を見据えて、地域発信の手法など、私たちも意識的に改革を進めることが急務。 

 

（３）労働力確保のために 

①「人生 100 年時代」「生涯現役社会」などと称するのは、なぜか？ 

②４カ条「お上に頼るな！」「      ！」「      ！」「       ！」 

 

（４）「自助、共助、公助」という分類の強調 

①社会保障（医療保障）の縮小に合わせた「自己責任や助け合い」の強調。 

②「公助＝社会保障」という定義の定着を図ってきた経緯がある。 

③「自助、共助、公助」論は「健康や疾病の自己責任論」の主張に過ぎない。 

④社会保障を市場化、産業化するためには、好都合な考えでもあることに留意すべき。 

⑤社会保障費を抑制する政策を継続。 

 

 

２．公的医療費抑制と地域包括ケアシステム・地域共生社会 

（１）公的医療費抑制の主な手法（１９８０年代から継続） 

①受診抑制 － 患者自己負担割合を増加（医療費抑制効果は？科学的根拠は？） 

②供給抑制 － 病院・診療所の減少、病床の削減（例 療養病床）、在院日数の短縮化 

医師養成数の抑制など。「医療から介護へ」「入院から在宅へ」。 

③診療報酬の操作 － 2018 年 4 月に介護報酬と同時改定。障害者福祉の報酬単価も。 

④他分野への移行 － 長期療養状態にあってケアが必要な人々を介護保険へ移行。 

           後期高齢者医療制度（新たな公的医療保険）の新設。 

⑤生活習慣病対策 － 特定健診、特定保健指導など。 

⑥医療費適正化計画の推進 － 都道府県ごとに医療費適正化レースに参加。現在第３期。 

⑦国保の都道府県単位化  －国保の運営に新たに 2018 年度から都道府県が加わった。 

              協会けんぽ、後期高齢者医療制度は既に都道府県単位化。 

 

（２）「地域共生社会実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案」 

①2020 年 6 月 5 日成立、12 日公布、来年 4 月 1 日施行。 
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②近年、国会で審議される法案は、「等」や「関連」が多過ぎる傾向。 

 

（３）上記の社会福祉法改正は費用抑制策の一環 

①責任主体が明確でない、いかにも「日本的な」内容。「誰が」「どのように」が不明。 

②公的医療費抑制策の一環。医療から介護、介護から地域・自治体へ、というシフト。 

③医師の働き方改革などの「三位一体の改革」のタスクシフトとの連動。 

④より安価な労働力へ、専門職の業務をできれば無償の労働力で代替する。 

⑤地域包括ケアシステム、そして地域共生社会という用語で、地域に担わせる。 

⑥公的医療保険、介護保険の保険給付範囲の縮小。自治体の総合事業からも外していく。 

 

（４）データ戦略、連携推進法人など医療分野の取り組みを社会福祉分野に拡大する 

①すでに医療・健康分野で実践を積み重ねてきたデータにもとづく政策展開を進める。 

②データ戦略を推進し、マイナンバーや保険証等との連動を進める。市場化、産業化。 

③コロナ禍を使って、データやマイナンバーの推進を図り、住民を一括管理。 

④社会福祉連携推進法人は、地域医療連携推進法人の活用。しかし、医療ではあまり進ん

でいないことへの検証が必要。厚労省はほとんど推進しなかった。官邸・経産省と厚労省

の見解の相違など。 

 

 

 

３．日本の医療提供体制の現状（新型コロナ関連について） 

（1）新型コロナウイルス感染症対応 

①検査体制をはじめ公衆衛生の拠点である保健所。 

②1992 年には 852 カ所あったものが 2020 年には 469 カ所に削減。 

 

（２）感染症病床の動向 

①感染症病床の削減。 

②近年、SARS（2002 年）、新型インフルエンザ（2009 年）、MERS（2012 年）な

どが起きていたが・・・。 

③旧伝染症指定病床は 1998 年に 9060 床あったものが、2019 年 4 月時点で全国の感

染症病床は 1869 床に削減。 

 

（３）医療提供体制の抑制 

①国立療養所・病院の統廃合、公立・公的病院の再編統合などを進めて病院数の抑制。 

②公立・公的病院の再編・統合を進めているが、全国の感染症指定医療機関は 367 病院あ

り、このうち 346 病院は公立・公的病院が担っている現状。 
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（４）新型コロナウイルス感染患者受け入れ可能割合 

①新型コロナウイルス感染患者の受け入れ可能割合は公立が 69％、公的等が 79％、民間が

18％。 

②公立・公的病院の受け入れ可能割合が高く、体制が取られていることがわかる（「地域医療構

想に関するワーキンググループ」2020 年 10 月 21 日開催、第 27 回資料）。 

 

（５）コロナ禍の医療崩壊 

①今春以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、各地で病床が不足。 

②症状が悪化した人でも、自宅待機や宿泊施設での待機を余儀なくされた。 

③現在でも宿泊施設に入れない人がいるとの報道（北海道、約 200 人、11 月 10 日現在） 

 

（６）医療崩壊の現場 

①入院できる病床や医療従事者の体制のひっ迫、そして検査体制がそもそも脆弱であるた

めに、発熱が 4 日間続いた場合に保健所を介して検査をするといった対応が取られた。 

②この発熱後4日間ルールと保健所を介するというルートは検査体制の一定の整備ととも

に、方針撤回。 

③感染防止のマスクなどの資材は不足し、医療労働者が防護服を自作するなど、医療現場

では危険にさらされながらの対応が続いた。新型コロナウイルスに感染した患者を受け入

れるために、他の患者の入院や外来などでの治療を断るといった事態。 

④こうした事態は、今回の新型コロナウイルス感染拡大における医療崩壊。 

⑤医療現場では感染拡大にともない患者数が増加し、医療機関における指定感染症病床を

はじめとする医療供給体制はもちろんのこと、医療労働者の負担は各地ですでに限界を超

えていた。医療現場のみならず、保健所などでの疲弊も顕著。 

 

（７）コロナ禍において医療で大事なこと 

①コロナ禍の現況をふまえれば、病床削減計画の実現を急ぐのではなく、「薄氷を踏む状態」

となっている医療現場の改善に向けた取り組みが喫緊の課題。 

②以前から人材不足が常態化している医療現場の疲弊は、コロナ禍によって加速している。 

③医療のみならず、介護・社会福祉の現場でも同様。細心の配慮と高い緊張が強いられる。 

④減収となっている医療機関、社会福祉施設などへの対応の充実が求められる。 

⑤医療政策の転換をはじめ、「薄氷を踏む状態」が改善する方向へと歩みを進めたい。 

 

（８）新自由主義的改革が進行中 

①医療崩壊の原因には、医療資材や機器類の海外への生産移転の進行というグローバ

ル化とともに、1990 年代半ばからの地方分権改革や行財政改革、市町村合併という

一連の新自由主義的改革の進展がある。 

②医療現場に求められる「効率性」は新自由主義的改革によるもの。 
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③改革の結果として、余裕のない体制、余力がなく新型コロナウイルス感染症などに

十分には対応できない状態となっている。 

 

 

４．地域医療の供給体制〜なぜ、４２４病院の名指しリストが公表されたのか？〜 

（１）2019 年 9 月 26 日、公立病院（257）公的病院（167）について、「再編統合に

ついて特に議論が必要」としてリストが公表された。 

→ 各都道府県に公表リストが知らされたのは直前。それまで県内の各地で、地域医療構

想調整会議にて合意形成した内容は一切加味しない内容。全国各地でも首長や議会などか

ら地方自治、住民自治を無視したものとして批判が相次いだ。 

 

（２）「診療実績が特に少ない」「類似かつ近接」という 2 つの基準に該当した病院。 

①そもそも人口が少ない地方の病院は、すべての診療機能を備えているわけではない。 

②医師不足など医療従事者の確保が困難な地域がほとんど。 

③「自動車での移動時間 20 分」を基準。有料道路での移動を含む。積雪等の条件は無視。 

④「類似」では区域内での医療の需給バランス等、地域の実態は勘案しない内容。 

 

（３）リスト公表で、病院の統廃合やダウンサイジング、機能分化等を厚労省は「強制で

はない」とするものの、経済財政諮問会議そして「骨太方針」による要請に従属したもの。 

①地方自治体や地方議会の存在を軽視（無視）し、国による方針の徹底を図る。地方統制

の強化が進められている。 

②近年の医療・介護等をめぐる政策動向においては同様の手法が展開されている。 

 

 

 

５．地域医療構想は病床削減にとどまらない 

（１）地域医療構想 

①地域医療構想とは、2016 年度中に都道府県で策定された 2025 年における医療供給 

体制のあるべき姿を描いた、入院できる病床数を各地で管理する計画の 1 つ。 

② 2 次医療圏を基本に地域医療構想区域を設定。地域医療構想調整会議を開催。 

 

（２）病床削減を加速する 

①調整会議で「合意済み」とされた公立・公的病院の 2025 年の病床計画ではほぼ現状維

持の計画となっている。 

②このままだと、地域医療構想にもとづく「必要病床数」を達成できないため、名指しリ

ストの公表で「強制」を発動。 
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（３）地域医療構想の影響 

①「必要病床数」は「医師需給推計」「看護師需給推計」に連動している。病床数の削減と

いう話にとどまらない。→入院ができなくなる、という影響にとどまらない点が重要。 

②医師や看護師といった人員体制にまで影響が及ぶ。 

 

（４）地域医療構想、医師偏在対策、医療従事者働き方改革の「三位一体改革」 

①そもそも医師数が絶対的に不足している事実を認めていない。人口減少で過剰になる？ 

②医師数の絶対的不足を認めないため、常に長時間労働である提供体制。医学部入学試験 

における不正の主因。長時間労働を前提としている現場。 

③タスクシフトの議論も進んでいるが、本質的な問題には着手していない。 

 

（５）医療、介護、社会福祉 

①「なぜ入院する前から退院の話？」なのか。地域医療構想と地域包括ケアシステム。 

②いまの医療・介護をめぐる改革は「いつから？」「どう変わってきたのか？」を知る。 

③2019 年 9 月の公立・公的病院の 424 病院名指し再編統合リスト公表。地方自治、住

民自治を無視。  ＊感染症病床の多くは公立・公的病院が担っている。 

④現在でも、地域医療構想の推進などは中止していない。経済財政諮問会議や「骨太の方

針」など官邸と財界の意向が中心で、医療・介護・社会福祉が決められている。 

 

（６）地域包括ケアシステムを構築するためには病院・診療所が必要。在宅医療・在宅介

護の充実を図る上では欠かせない。歯科診療所の役割もあらためて重要。 

→ 病院の統廃合、機能分化などを進めると、当然のことながら在宅で生活している地域 

住民、医療・介護・社会福祉で働く人々に影響を与える。 

 

（７）地方自治体（地方自治）は危険水域にあるという認識が重要。今回の名指しリスト 

公表などの手法を見れば明らか。以前から指摘している通り、地方統制が強化されている。 

→ 自治体戦略 2040 構想、全世代型社会保障といった政策展開を注視。 

 

 

６．地域から社会保障をデザインしよう 

（１）地域住民の受療権、健康権、生存権を保障する。権利を実感できる社会へ。地域の

医療保障や介護保障、社会福祉の保障水準を議論するには、住民参加の手立てを講じる。 

①具体的には、自治体が策定する社会福祉関連の各計画は当該自治体の総合計画等に位置

づけられておらず、積極的に推進できる体制とは言い難い現状が続いている。 

②地域医療構想調整会議など、医療関係者だけで議論するのはもったいない。 

③地域医療構想はそもそも、まちづくりの計画に位置付けて地域で考えてつくっていくべ

きもの。社会福祉も全く同じではないだろうか。 
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（２）反証できないデータ、未公表部分があるデータによる政策展開はしない。近年、政

府によるデータの偽装、改ざん等が相次いでいて信用失墜が顕著。 

①地域住民の生命、生活に関わる行政の根拠となるデータは、すべて公表できる根拠をも

とに展開することが重要。国から提供されない場合は自治体が独自にデータをつくる気概

を持つこと。 

②医療提供体制でいえば、地域医療構想、424 名指しリストは反証できないデータに基づ

いた政策。ところが現場の医師や研究者に賛同する声が・・・。数値を過剰に信じる人々。 

③医療提供体制の縮小による公的医療費抑制を図ったもの。 

 

（３）従来の発想からの転換 

①社会保障は「負担」「経済の足かせ」「お荷物」・・・といった非科学的な認識は捨てる。 

②社会保障は地域経済の循環を作り出すもの。新たな社会をつくる基礎となる考え方。 

③自治体が社会保障とその視点を上手く使って、地域の好循環を考えることが大事。 

④同時に、「役所におまかせ」ではなく、市民が社会保障について知る、つくることが重要。 

⑤地域で「新たなお互いさまの関係づくり」と、住民によるサービス提供も始まっている。 

                       

（４）社会福祉や社会保障の考え方 

①「社会保障論」（社会保障の考え方）と「疾病・貧困の自己責任論」を理解する。 

②自己責任や助け合いでは片付かない問題があるから、社会保障が発展。この認識が基礎。 

③「人のつながり」、「健康面」、「経済とのつながり」から把握する。 

 

（５）私たちの生活・労働実態から出発して考える 

①私たちの生活実態はどうなっているのかを把握する。 

②いまの制度や政策の方向性を把握し、援用する。制度改善につなげる。 

 

（６）「地域包括ケアシステム」 

①地域住民が切れ目なく介護や医療のサービスを利用しながら、住み慣れた地域で自分ら

しく安心して暮らし続けていくための仕組みづくりを進め、在宅医療・介護の推進を目指

して、いまの課題を整理し、政策提言につなげる。 

②「川上」から「川下」へ、という一方通行のケアではなく、切れ目のないケアの実現に

向けて、雰囲気の醸成を図りながら、さらに意欲的に取り組んでいく。多職種連携など。 

③「人間万事塞翁が馬」「禍福は糾える縄の如し」→ サッカーをはじめスポーツでも。 

 

（７）トータルにとらえる 

①社会福祉、医療、介護を分断せず、トータルにとらえることの重要性が増している。 

→ 「対岸の火事」的発想や消極的姿勢は事態を深刻化させる原因。 

②同時に、部分的市場化、産業化、商品化が進んでいる（公的な費用抑制につながる？）。 
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（８）感染症に強い社会へ 

①体調不良や発熱があっても、無理をして仕事に行かなければならない社会は感染症に大

変弱い。 

②「感染したかもしれない」と容易に言える社会こそ、感染症を防ぐことができる。 

③常に自己責任の対応が迫られる、自粛を要請される、感染が判明するとバッシングを受

ける、といった社会は感染を抑えることが難しい。 

④「努力」や「自粛」といったメッセージによる対策。精神的な発揚に近い。 

⑤私たちがどのような雰囲気を持った社会を醸成していくのか試されている。同調圧力が

高い社会（世間）だからこそ、雰囲気の醸成も課題にして、歴史的な反省を活かしたい。 

⑥できるだけ他人と違った行動を取り、一斉に何かをするようなことを避けて、仕事や生

活をすることが感染症対策として有効。つまり、多様性が発揮される社会は感染症対策に

つながる。 

⑦同調圧力が強い社会から転換し、多様性が発揮される社会の形成へ。 

⑧「自助、共助、公助」論は「健康や疾病の自己責任論」の主張に過ぎない。 

⑨感染症は個人の力で対応できるものではないからこそ、公衆衛生など社会保障が整備さ

れてきたことを理解する必要がある。 

 

 

 

（参考） 

公益財団法人 日本医療総合研究所「公的医療費抑制策転換に向けた意見書」 

2020 年 7 月 1 日 同研究所のホームページに掲載されています。ご参照くださいませ。 
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 地域医療と公立・公的病院を守る県民シンポジウム 
 
 

行動の提案 

 
 本日の「県民シンポジウム」を契機に、「地域医療と公立・公的病院を守る長野県
連絡会」は、さらに県民の皆さまと運動を発展させていくために、以下の「行動」を
提案します。 
 
 
１．地域医療を守り社会保障制度の充実を目指して、学習運動に取り組みます 
  
（１）本日のシンポジウムを編集した「DVD」などを資料に、各地域で学習運動に取

り組みましょう。               「DVD は後日、配布します」 
 
（２）コロナ禍で明らかとなった社会保障制度拡充の必要性と、地域医療を守る公立

・公的病院の役割について地域住民の皆さんと共有し、はば広い学習運動にし
ていきましょう。 

 
 
２．安全・安心の医療・介護を実現するための「いのち署名」を地域で取り組みます  
 
（１）『安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための国会請願 
   署名』「別紙参照」を職場、団体、そして地域で推進しましょう。 

    
（２）コロナ禍のもと、国民が安心して暮らせる社会の実現のために、「医療・介護

・福祉を拡充してください」の声を県下各地域に広げましょう。 
 

   
３．県内で「自治体要請」と「議会陳情・請願」に取り組みます 
 

 （１）長野県連絡会は、国会請願署名の「請願５項目」で、市町村議会へ「陳情・請
願」を開始し、国に対し公立・公的病院の統合再編の見直しを求めていきます。
各地域で市町村議会を「傍聴」しましょう。 

  
（２）県下地方議会から国への意見書を上げるなどの自治体要請に共同で取り組みま

しょう。 
 
  
 
 
 
 
 
                                    以上 
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